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平成 28 年 ３ 月 31 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ３８ 　号）

　　　　訓　　　令
○石川県処務規程の一部改正 （行政経営課）　１

石川県訓令第 7号
庁 中 一 般　

出 先 機 関　

　石川県処務規程（昭和33年石川県訓令甲第９号）の一部を次のように改正する。
　　平成28年３月31日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　別表第１第１号の表部長専決事項の欄第４号中「 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号」を「 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号」

に改め、同号１中「 裁 決 等」を「 裁 決」に改め、同号に次のように加える。

　　 ２ 　 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 審 理 員 の 指 名

　別表第１第１号の表部長専決事項の欄中第17号を第18号とし、第５号から第16号までを１号ずつ繰り下げ、第４号
の次に次の１号を加える。

　 五 　 行 政 不 服 審 査 法 施 行 令（ 平 成 二 十 七 年 政 令 第 三 百 九 十 一 号）

　　 １ 　 第 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 審 理 員 の 指 名 の 取 消 し

　別表第１第２号の表総務部長専決事項の総務課の欄第２号中４を削り、５を４とし、６を５とし、７の前に次のよ

うに加える。

　　 ６ 　 第 六 十 条 第 一 項 （ 第 六 十 四 条 第 五 項 で 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 措 置 命 令

　別表第１第２号の表総務部長専決事項の総務課の欄第２号７中「 第 六 十 一 条」を「 第 六 十 一 条 第 一 項」に改め、「 各

号」を削り、同号中７を８とし、６の次に次のように加える。

　　 ７ 　 第 六 十 条 第 九 項 （ 第 六 十 四 条 第 五 項 で 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 役 員 の 解 任 の 勧 告

　別表第１第２号の表総務部長専決事項の総務課の欄第３号１中「 ま で」の下に「（ 第 十 六 条 で 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ）」を加え、同表総務課長専決事項の欄第１号中「 石 川 県 公 印 規 程 」の下に「（ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 訓 令 第 二 十

号）」を加え、同欄第２号に次のように加える。

　　 ２ 　 第 六 十 三 条 第 一 項（ 第 六 十 四 条 第 五 項 で 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

　別表第１第２号の表総務部長専決事項の税務課の欄第２号１中「 又 は 異 議 申 立 て」及び「 又 は 決 定」を削り、同表

税務課長専決事項の欄第８号を削り、同欄中第９号を第８号とし、第10号から第13号までを１号ずつ繰り上げ、同表
総務部長専決事項の市町支援課の欄第８号１を削り、同号２中「 第 三 十 条 の 四 十 三 第 四 項」を「 第 三 十 条 の 三 十 八 第

四 項」に改め、同号２を同号１とし、同号３中「 第 三 十 条 の 四 十 三 第 五 項」を「 第 三 十 条 の 三 十 八 第 五 項」に改め、

同号３を同号２とし、同号４中「 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項」を「 第 三 十 条 の 三 十 九 第 一 項」に改め、同号４を同号３とし、

同表市町支援課長専決事項の欄第１号２を次のように改める。

　　 ２  　 第 二 百 五 十 二 条 の 二 の 二 、 第 二 百 五 十 二 条 の 六 、 第 二 百 五 十 二 条 の 六 の 二 、 第 二 百 五 十 二 条 の 七 、 第

二 百 五 十 二 条 の 七 の 二 、 第 二 百 五 十 二 条 の 十 四 及 び 第 二 百 五 十 二 条 の 十 六 の 二 の 規 定 に よ る 協 議 会 、 機 関 等 の

共 同 設 置 、 事 務 の 委 託 及 び 事 務 の 代 替 執 行 に 関 す る 届 出 の 受 理

　別表第１第２号の表市町支援課長専決事項の欄第１号３中「 第 二 百 八 十 六 条 第 一 項」の下に「 及 び 第 二 百 八 十 六 条
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の 二 第 二 項」を加え、同号４中「 第 二 百 八 十 六 条 第 二 項」の下に「 及 び 第 二 百 八 十 六 条 の 二 第 二 項」を加え、同号５

中「 第 二 百 八 十 八 条」を「 第 二 百 八 十 六 条 の 二 第 四 項 及 び 第 二 百 八 十 八 条」に改め、同欄第７号１を削り、同号２中「 第

三 十 条 の 二 十 三 第 二 項 及 び 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項」を「 第 三 十 条 の 三 十 九 第 一 項」に改め、同号２を同号１とし、同

表健康福祉部長専決事項の健康推進課の欄中第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第９号の次に次の１号を加
える。

　 十 　 健 康 増 進 法（ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号）

　 　 １ 　 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 食 品 の 表 示 に 関 し 必 要 な 措 置 を と る べ き 旨 の 勧 告

　 　 ２ 　 第 三 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 勧 告 に 係 る 措 置 を と る べ き こ と の 命 令

　 　 ３ 　 第 三 十 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 内 閣 総 理 大 臣 へ の 通 知

　別表第１第２号の表健康福祉部長専決事項の健康推進課の欄に次の１号を加える。

　 十 三 　 が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律（ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 百 十 一 号）

　　 １ 　 第 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 診 療 所 の 指 定 の 取 消 し

　 　 ２ 　 第 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 勧 告 及 び 公 表

　　 ３ 　 第 三 十 八 条 の 規 定 に よ る 勧 告 及 び 命 令

　別表第１第２号の表健康推進課長専決事項の欄第８号中「（ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号）」を削り、同欄に次の２号を

加える。

　 十 三 　 が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律

　　 １ 　 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

　 　 ２ 　 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 う 診 療 所 の 指 定

　 　 ３ 　 第 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 診 療 に 関 す る 学 識 経 験 者 の 団 体 の 協 力 の 要 請 　

　 　 ４ 　 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 情 報 の 審 査 及 び 厚 生 労 働 大 臣 へ の 提 出

　 　 ５  　 第 十 条 第 二 項（ 第 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 調 査 及 び そ の 結 果 の 厚 生 労 働

大 臣 へ の 報 告

　 　 ６ 　 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 死 亡 者 情 報 票 の 審 査 及 び 厚 生 労 働 大 臣 へ の 提 出

　 　 ７ 　 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 資 料 の 提 出 等 の 協 力 の 要 請

　 　 ８ 　 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 が ん 情 報 等 の 提 供 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取

　 　 ９ 　 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 が ん 情 報 等 の 提 供 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取

　 　 10 　 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 が ん 情 報 の 提 供

　 　 11 　 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 厚 生 労 働 大 臣 へ の 全 国 が ん 登 録 情 報 の 提 供 の 請 求

　 　 12  　 第 二 十 一 条 第 八 項 及 び 第 九 項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 が ん 情 報 の 提 供 等 並 び に 同 条 第 十 項 の 規 定 に よ る 意 見 の

聴 取

　 　 13 　 第 二 十 二 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取

　 　 14 　 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 権 限 及 び 事 務 の 委 任

　 　 15 　 第 二 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 適 切 な 管 理 の た め に 必 要 な 措 置

　 　 16 　 第 三 十 七 条 の 規 定 に よ る 助 言

　 十 四 　 が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 令（ 平 成 二 十 七 年 政 令 第 三 百 二 十 三 号）

　 　 １ 　 第 六 条 第 二 項 第 九 号 の 規 定 に よ る 指 定 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取

　 　 ２ 　 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 及 び 同 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 第 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 聴 取

　別表第１第２号の表薬事衛生課長専決事項の欄第７号中12を13とし、11を12とし、10を11とし、９を10とし、８を
９とし、７を８とし、６を７とし、５を６とし、４を５とし、３を４とし、２を３とし、１の次に次のように加える。

　　 ２ 　 第 二 十 四 条 第 十 二 項 の 規 定 に よ る 麻 薬 小 売 業 者 の 麻 薬 の 譲 渡 の 許 可

　別表第１第２号の表健康福祉部長専決事項の子育て支援課の欄第２号中10を11とし、９を10とし、８を９とし、７
を８とし、６を７とし、５を６とし、４を５とし、３を４とし、２の次に次のように加える。

　　 ３ 　 第 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 保 育 士 養 成 施 設 の 指 定

　別表第１第２号の表健康福祉部長専決事項の子育て支援課の欄中第８号を第９号とし、第３号から第７号までを１

号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。

　 三 　 児 童 福 祉 法 施 行 令

　 　 １ 　 第 五 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 指 定 保 育 士 養 成 施 設 の 指 定 の 取 消 し
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　別表第１第２号の表子育て支援課長専決事項の欄第１号中18を19とし、17を18とし、16を17とし、15を16とし、14
を15とし、13を14とし、12を13とし、11を12とし、10を11とし、９を10とし、８を９とし、７を８とし、６を７とし、
５を６とし、４を５とし、３を４とし、２を３とし、１を２とし、２の前に次のように加える。

　　 １ 　 第 十 八 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 保 育 士 養 成 施 設 の 報 告 の 徴 収 及 び 指 導

　別表第１第２号の表子育て支援課長専決事項の欄第２号中１を３とし、３の前に次のように加える。

　　 １ 　 第 五 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 の 受 理

　　 ２ 　 第 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 指 定 保 育 士 養 成 施 設 の 報 告 の 受 理

　別表第１第２号の表環境部長専決事項の環境政策課の欄第２号13中「 第 二 十 七 条 第 四 項」を「 第 二 十 七 条 第 三 項」

に改め、同号14中「 第 二 十 七 条 第 六 項」を「 第 二 十 七 条 第 五 項」に改め、同表環境部長専決事項の水環境創造課の欄

第３号１中「 第 四 条 第 一 項」を「 第 四 条 第 二 項」に、「 認 可」を「 協 議」に改め、同号２中「 第 二 十 五 条 の 三」を「 第

二 十 五 条 の 十 一」に改め、同号３中「 第 二 十 五 条 の 七」を「 第 二 十 五 条 の 十 五」に改め、同号４中「 第 二 十 五 条 の 八」

を「 第 二 十 五 条 の 十 六」に改め、同号５から10までの規定中「 第 二 十 五 条 の 十」を「 第 二 十 五 条 の 十 八」に改め、同

表水環境創造課長専決事項の欄第２号１中「 第 二 十 五 条 の 六」を「 第 二 十 五 条 の 十 四」に改め、同号２から８までの

規定中「 第 二 十 五 条 の 十」を「 第 二 十 五 条 の 十 八」に改め、同欄第３号１中「 第 十 七 条 の 七」を「 第 十 七 条 の 十」に

改め、同号２中「 第 十 七 条 の 八」を「 第 十 七 条 の 十 一」に改め、同表自然環境課長専決事項の欄第４号中２及び３を

削り、４を２とし、５を３とし、６を４とし、７を５とし、８を６とし、９を７とし、10を８とし、11を９とし、９
の次に次のように加える。

　　 10 　 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 住 居 集 合 地 域 等 に お け る 麻 酔 銃 猟 の 許 可

　 　 11 　 第 三 十 八 条 の 二 第 六 項 の 規 定 に よ る 麻 酔 銃 猟 許 可 証 の 交 付

　別表第１第２号の表自然環境課長専決事項の欄第４号中22を26とし、21を25とし、20を24とし、19を23とし、18を
22とし、17を21とし、16を20とし、15を19とし、14を18とし、13を17とし、12を16とし、11の次に次のように加える。

　 　 12 　 第 三 十 八 条 の 二 第 七 項 の 規 定 に よ る 麻 酔 銃 猟 許 可 証 の 再 交 付

　 　 13 　 第 三 十 八 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ る 麻 酔 銃 猟 許 可 証 の 返 納 の 受 理

　 　 14 　 第 三 十 八 条 の 二 第 十 項 の 規 定 に よ る 危 険 の 予 防 の た め の 必 要 な 措 置 の 命 令

　 　 15 　 第 三 十 八 条 の 二 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 麻 酔 銃 猟 許 可 の 取 消 し

　別表第１第２号の表商工労働部長専決事項の労働企画課の欄第１号中５から７までを次のように改める。

　　 ５ 　 第 四 十 一 条 の 規 定 に よ る 設 立 認 可 の 取 消 し

　 　 ６ 　 第 四 十 二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る 残 余 財 産 の 帰 属 に つ い て の 認 可

　 　 ７  　 第 九 十 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 六 十 二 条 第 二 項 、 第 六 十 四 条 第 二 項 、 第 七 十 条 第 二 項 、 第

七 十 一 条 、 第 七 十 二 条 第 一 項 及 び 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 可 、 選 任 、 報 告 の 徴 収 又 は 立 入 検 査
　別表第１第２号の表観光振興課長専決事項の欄中「 観 光 振 興 課 長 専 決 事 項」を「 観 光 企 画 課 長 専 決 事 項」に改め、

同表農林水産部長専決事項の農業政策課の欄第１号を次のように改める。

　 一 　 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 八 十 八 号）

　　 １ 　 第 四 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 の 名 称 等 の 公 告

　 　 ２  　 第 四 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 の 名 称 等 の 変 更 の 届 出 の 受 理 及 び 同 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 公 告

　 　 ３ 　 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 業 務 規 程 の 認 可

　 　 ４ 　 第 四 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 業 務 規 程 の 変 更 の 命 令

　 　 ５ 　 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 の 認 可

　 　 ６ 　 第 四 十 六 条 の 規 定 に よ る 休 止 又 は 廃 止 に つ い て の 許 可 及 び そ の 公 告

　 　 ７ 　 第 四 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 及 び 立 入 検 査

　 　 ８ 　 第 四 十 九 条 の 規 定 に よ る 監 督 命 令

　 　 ９ 　 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 公 告

　別表第１第２号の表農林水産部長専決事項の農業政策課の欄第２号７を削り、同欄第４号５を削り、同号６中「 特

定 利 用 権」を「 農 地 中 間 管 理 権」に改め、同号中６を５とし、７を削り、同号８中「 遊 休 農 地」を「 所 有 者 等 を 確

知 す る こ と が で き な い 農 地 」に改め、同号中８を６とし、９を７とし、10を８とし、同号11中「 12」を「 10」に改
め、同号中11を９とし、12を10とし、13を11とし、同欄第６号１中「 第 五 条 第 八 項」を「 第 五 条 第 九 項」に改め、同

欄第10号14及び15中「 農 業 共 済 組 合 等 及 び 農 業 共 済 組 合 連 合 会」を「 農 業 共 済 組 合」に改め、同表農業政策課長専決
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事項の欄第１号１を削り、同号２中「 第 十 条 第 二 十 四 項」を「 第 十 条 第 十 八 項」に改め、同号中２を１とし、３を２

とし、同号４中「 第 十 一 条 の 三 第 一 項」を「 第 十 一 条 の 八 第 一 項 た だ し 書」に改め、同号４を同号３とし、同号５中

「 第 十 一 条 の 三 の 二 た だ し 書」を「 第 十 一 条 の 九 た だ し 書」に改め、同号５を同号４とし、同号６中「 第 十 一 条 の 四

第 一 項 及 び 第 三 項」を「 第 十 一 条 の 十 七 第 一 項 及 び 第 三 項」に改め、同号６を同号５とし、同号７中「 第 十 一 条 の 八

第 一 項 及 び 第 三 項」を「 第 十 一 条 の 四 十 二 第 一 項 及 び 第 三 項」に改め、「 又 は 廃 止」を削り、同号７を同号６とし、

同号８中「 第 十 一 条 の 十 四 第 一 項 及 び 第 三 項」を「 第 十 一 条 の 四 十 八 第 一 項 及 び 第 三 項」に改め、「 又 は 廃 止」を削

り、同号８を同号７とし、同号９中「 第 十 一 条 の 十 五 の 三 第 一 項 及 び 第 三 項」を「 第 十 一 条 の 五 十 一 第 一 項 及 び 第 三

項」に改め、「 又 は 廃 止」を削り、同号９を同号８とし、同号10中「 第 十 一 条 の 十 七 第 二 項 た だ し 書」を「 第 十 一 条

の 六 十 五 第 二 項 た だ し 書」に改め、同号10を同号９とし、同欄第２号１中「 第 三 条 の 五 第 五 項」を「 第 三 十 二 条 第 五

項 た だ し 書」に改め、同表農林水産部長専決事項の農業安全課の欄に次の１号を加える。

　 十 　 農 産 物 検 査 法 施 行 令（ 平 成 七 年 政 令 第 三 百 五 十 七 号）

　　 １  　 第 五 条 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 農 産 物 検 査 法（ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 四 十 四

号 。 以 下 こ の 号 に お い て「 法」 と い う 。 ） 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 業 務 規 程 の 変 更 の 命 令

　　 ２ 　 第 五 条 第 一 項 第 九 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 適 合 命 令

　　 ３ 　 第 五 条 第 一 項 第 十 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 三 条 の 規 定 に よ る 改 善 命 令

　 　 ４  　 第 五 条 第 一 項 第 十 一 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 四 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ

る 登 録 の 取 消 し

　 　 ５ 　 第 五 条 第 一 項 第 十 二 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 業 務 停 止 命 令

　別表第１第２号の表農業安全課長専決事項の欄に次の１号を加える。

　 十 四 　 農 産 物 検 査 法 施 行 令

　 　 １  　 第 五 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 農 産 物 検 査 法（ 以 下 こ の 号 に お い て「 法」 と い

う 。 ） 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 不 正 受 検 に 対 す る 処 置

　 　 ２ 　 第 五 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 検 査 機 関 の 登 録

　 　 ３  　 第 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 十 七 条 第 七 項 又 は 第 八 項 の 規 定 に よ る 届 出 の

受 理

　 　 4  　 第 五 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 七 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 検 査 機 関 の 登 録 の 更 新

　 　 5  　 第 五 条 第 一 項 第 六 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 検 査 機 関 の 変 更 登

録

　 　 6  　 第 五 条 第 一 項 第 七 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 産 物 検 査 の 報 告

の 受 理

　 　 7  　 第 五 条 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 業 務 規 程 の 届 出

の 受 理

　 　 8 　 第 五 条 第 一 項 第 十 三 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

　 　 9 　 第 五 条 第 一 項 第 十 四 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

　 　 10 　 第 五 条 第 一 項 第 十 五 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査

　 　 11 　 第 五 条 第 一 項 第 十 六 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査

　 　 12 　 第 五 条 第 一 項 第 十 七 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 の 受 理

　 　 13 　 第 五 条 第 一 項 第 十 七 号 の 規 定 に よ り 知 事 が 行 う こ と と さ れ た 法 第 三 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 調 査 及 び 措 置

　別表第１第２号の表競馬事業局長専決事項の競馬総務課の欄第２号１中「 第 十 七 条 の 六 第 一 項」を「 第 十 七 条 の 三

第 一 項」に改め、同表競馬事業局長専決事項の競馬業務課の欄第２号１中「 第 十 七 条 の 七」を「 第 十 七 条 の 四」に、

「 第 十 四 条 第 一 項」を「 第 十 条 第 一 項」に改め、同表競馬業務課長専決事項の欄第１号１中「 第 十 七 条 の 七」を「 第

十 七 条 の 四」に、「 第 十 四 条 第 二 項」を「 第 十 条 第 二 項」に改め、同表土木部長専決事項の建築住宅課の欄に次の１

号を加える。

　 二 十 三 　 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律（ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 五 十 三 号）

　　 １ 　 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 措 置 命 令

　 　 ２ 　 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 計 画 の 認 定 の 取 消 し

　別表第２保健所長の項第14号中18を19とし、17を18とし、16を17とし、15を16とし、14を15とし、13の次に次のよ
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うに加える。

　　 14  　 第 四 十 条 の 七 第 一 項 に お い て 準 用 す る 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 再 生 医 療 等 製 品 の 販 売 業 の 休 廃 止 等 の 届 出

の 受 理
　別表第２土木総合事務所長の項第３号１中「 別 表 十 五 の 項 ７」を「 別 表 十 五 の 項 ９」に改め、同項第５号７中「 営 業

者」を「 営 業 所」に改め、同項中第51号を第52号とし、第15号から第50号までを１号ずつ繰り下げ、第14号の次に次
の１号を加える。

　 十 五 　 災 害 対 策 基 本 法（ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号）

　　 １ 　 第 七 十 六 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 道 路 区 間 の 指 定 及 び 車 両 の 移 動 等 の 措 置 命 令

　 　 ２ 　 第 七 十 六 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 道 路 区 間 を 周 知 さ せ る 措 置

　 　 ３ 　 第 七 十 六 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 車 両 の 移 動 等 の 措 置

　 　 ４ 　 第 七 十 六 条 の 六 第 四 項 の 規 定 に よ る 他 人 の 土 地 の 一 時 使 用 及 び 障 害 物 の 処 分

　別表第２土木総合事務所長の項に次の２号を加える。

　 五 十 三 　 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律

　　 １ 　 第 三 十 条 第 一 項（ 第 三 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 認 定

　 　 ２ 　 第 三 十 条 第 三 項（ 第 三 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 建 築 主 事 へ の 通 知

　 　 ３ 　 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る 認 定 建 築 主 に 対 す る 報 告 の 徴 収

　 　 ４ 　 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 定

　 　 ５ 　 第 三 十 七 条 の 規 定 に よ る 認 定 の 取 消 し

　 　 ６ 　 第 三 十 八 条 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収 又 は 立 入 検 査

　 五 十 四 　 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則（ 平 成 二 十 八 年 国 土 交 通 省 令 第 五 号）

　 　 １ 　 第 三 条 第 一 項（ 第 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 認 定 の 通 知

　 　 ２ 　 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 通 知

　　　附　則

　この訓令は、平成28年４月１日から施行する。
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